
両立支援に関する情報公表です 

                         社会福祉法人豊橋市福祉事業会 

 

◆一般事業主行動計画 

  本会ホームページあるいは、厚生労働省の「両立支援のひろば」でご確認ください。 

   計画期間 2023 年 4 月 1日～2026 年 3月 31 日 

 

◆令和 6年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、令和 6年度において育児

休業等をした男性労働者数及び育児目的休暇を利用した男性労働者数の合計数の割合 

   ６６．６％ 

 

◆令和 6年度において出産した女性労働者に対する、令和 6年度において育児休業等をし

た女性労働者数の割合 

   ５０．０％ 

    ※備考 令和 6年度において出産した方の 50％は、産後休暇の期間の関係 

       上、令和 7年度に取得していますので、実質１００％の取得です。 

 

◆本会の両立支援の取組 

  ①育児 

   育児のための所定労働時間短縮は、6時間あるいは 7時間の選択ができます。 

   子の看護等休暇は、小学校第 6学年修了までの子が対象です。 

  ②介護 

   介護のための所定労働時間短縮は、6時間あるいは 7時間の選択ができます。 

 


